
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年第９回

農　業　委　員　会　総　会　議　事　録

　　　　　　　　　　　　　・　開催日　令和６年９月３０日

深谷市農業委員会

　　　　　　　　　　　　　・　会　場　 深谷市役所大会議室



１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 43 号

2） 報告第 44 号

3） 報告第 45 号

4） 報告第 46 号

5） 報告第 47 号

6） 議案第 51 号

7） 議案第 52 号

8） 議案第 53 号 農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

9） 議案第 54 号

５． 閉　　　　　　会

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

午後２時

令和６年９月３０日（月）

       深谷市役所本庁舎３階　大会議室

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について

農業用施設（２a未満）の届出に対する専決処分について

農地法第３条の規定による許可申請について

農用地利用集積計画の決定について
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大澤　正 安藤　已喜夫

栗田　宣雄

矢神　勝彦 田村　惠司



　開会 事務局長 　それでは、令和６年第９回深谷市農業委員会総会を開会いたし
ます。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況の報告をいたします。
　委員２４名全員出席でございますので、農業委員会等に関する
法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりますことを
ご報告いたします。
　また、農地利用最適化推進委員につきましても、１６名全員の
出席となっておりますことを合わせてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、福島会長、お願いいたします。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
  本日は、お忙しいなかご出席いただきありがとうございます。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号７番石川野理子委員、議席番号８番大須賀節子委員
以上、２名を指名いたします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第４３号から第４７号でございますが、深谷市農業
委員会事務専決規定により、専決処分を行っていることから、事
務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、報告第４４号の「農地法第３条の３、第１項の規定による
届出に対する専決処分」については斡旋の希望があるため、
地元の農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましては、
お借りしていただける方をご存じでしたら、事務局までお知らせ願
います。

　議案第５１号 議　長 　次に、議案書の２１ページ、議案第５１号「農用地利用集積計画の
　「農用地利用集積計画の 決定について」を議題とします。
決定について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは、議案書２１ページ、議案第５１号「農用地利用
集積計画の決定について」、事務局より説明いたします。

　【議案５１号について概要を説明】

事務局 　「農用地利用集積計画の決定について」の説明は以上です。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決い
たします。採決にあたりましては、挙手による採決といたします。

会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは、本件について、原案のとおり決することに異議のない
方の挙手を求めます。

　（挙手全員）　

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第５２号 議　長 　次に、議案書の３９ページ、議案第５２号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは議案書３９ページ、議案第５２号「農地法第３条の
規定による許可申請について」、事務局より説明いたします。別添
の議案資料の３ページの資料２も関連するものとなっておりますの
で、併せてご参照ください。

　【議案第５２号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について」の説明について
は以上です。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案に対する審議に移りますが、整理番号６、７、
８番につきましては、○○委員に関する案件となりますので、
○○委員には一時退室を求めます。

　（○○委員 退室）

議　長 　それでは、最初に整理番号６、７、８番を審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決いた
します。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の
挙手を求めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することと
いたします。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員 入室）

議　長 　それでは、その他の案件につきまして、審議いたします。
　質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決いた
します。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の
挙手を求めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することと
いたします。

　議案第５３号 議　長 　次に、議案書の４７ページ、議案第５３号「農地法第４条第１項の
　「農地法第４条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
について」

事務局 　はい。事務局より説明させていただきます。
　議案書４７ページ及び別添の総会議案資料の５ページを併せて
ご確認ください。

　【議案第５３号について概要を説明】

事務局 　「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について」は、
以上５件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案に対する審議に移りますが、整理番号４番に
つきましては、○○委員に関する案件となりますので、○○委員
には一時退室を求めます。

　（○○委員 退室）

議　長 　それでは、最初に整理番号４番を審議いたします。この件に
関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決いた
します。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の
挙手を求めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することと
いたします。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員 入室）

議　長 　はい。それでは、その他の案件につきまして、審議いたします。
質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）
　

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決いた　
します。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の
挙手を求めます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　（挙手全員）

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することと
いたします。

　議案第５４号 議　長 　次に、議案書の５１ページ、議案第５４号「農地法第５条第１項の
　「農地法第５条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明いたします。議案書５１ページ及び別添総会
議案資料７ページと併せてご確認ください。
　議案第５４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認に
ついて」でございます。

　【議案第５４号について概要を説明】

事務局 　「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」は
以上１１件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。　

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決いた　
します。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の
挙手を求めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手全員と認め、本件については、原案のとおり決することと
いたします。

議　長 　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議
は全て終了いたしました。
　これにて、議長の職を解かせていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　福島会長ありがとうございました。
　以上をもちまして、令和６年第９回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和６年９月３０日

議　　長 福島　明

署名委員 石川　野理子

署名委員 大須賀　節子


